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指定通所介護 利用料金表 
 

（ 第２デイサービス万葉の里 ） 

 

  

（利用料金） 

  法定代理受領（通常）の場合は、負担割合証に記載された利用者負担割合の額となります。 
   
併設通所介護サービス基本料（1日あたり） 
  

 

 介 護 度 
 介護度別利用料 

【通常規模型事業所】 

 自己負担  

1割 2割 3割 

 介護度 １   ６，６７２円    ６６８円 １，３３５円 ２，００２円 

 介護度 ２   ７，８７８円    ７８８円 １，５７６円 ２，３６４円 

 介護度  ３   ９，１２６円    ９１３円 １，８２６円 ２，７３８円 

 介護度  ４  １０，３７３円  １，０３８円 ２，０７５円 ３，１１２円 

 介護度  ５  １１，６４０円  １，１６４円 ２，３２８円 ３，４９２円 

 1割 2割 3割 

①入浴介助加算（Ⅰ）         ４０５円 

②入浴介助加算（Ⅱ）         ５５７円 

③個別機能訓練加算（Ⅰ）イ       ５６７円 

④個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ       ７７０円 

⑤中重度者ケア体制加算         ４５６円 

⑥サービス提供体制強化加算（Ⅲ）    ６０円 

⑦科学的介護推進体制加算（１月につき）４０５円 

４１円 

５６円 

５７円 

７７円 

４６円 

６円 

４１円 

８１円 

１１２円 

１１４円 

１５４円 

９２円 

１２円 

８１円 

１２２円 

１６８円 

１７１円 

２３１円 

１３７円 

１８円 

１２２円 

   ※介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）…基本サービス費に各加算を足した1カ月分の自己負担額合計の

 9.0％が算定されます。ただし、足していただく加算はそれぞれ

異なります。 

 

  ※利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合は、 
   片道につき４７６円（自己負担 1割 48 円、2割 96 円、3割 143 円）の減算となります。 
  ※ご利用料の計算について 

介護保険給付の対象分のご利用料は、国が定めた報酬単位に基づき、各月毎に１日から月末の 
利用回数（日数）で合計した総単位数と、国が定めた地域単価により計算いたします。 
（令和６年４月より竜王町は１単位１０．１４円となっております） 

 
 
☆ご利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金を一旦、保留とさせて頂き 

 認定後に一括して請求させて頂きます。 
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（１） 介護保険給付の対象とならないサービス 

以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。  

食    費  
 栄養士が作成する献立表により、栄養やご利用者の

身体状況を配慮した食事を提供します。（食費は、介

護保険給付対象外で実費負担となります） 

１日あたり  ８３０円 

 

竜王町、東近江市蒲

生地区以外の送迎 
通常の実施区域を越える地域の場合 

通常の事業実施区域を越えた

地点より１㎞当たり１００円 

延長利用料金 
一日に９時間以上サービスをご利用いただいた場合

の費用 
３０分ごとに５００円 

取 消 料 前日の午後５時までに欠席の連絡がない場合の費用 自己負担相当額 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ費及び教

養娯楽費 
ご利用者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝなどに参加した場合

の材料代等の実施 
実 費 

複写物の交付 
ご利用者はサービス提供についての記録をいつでも

閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費

をご負担頂きます。 

１枚につき１０円 

文 書 料 ご利用者の通所証明等の費用 １通につき３００円 

通常の食事以外の

食品 

・パン食（パンのみ） 

・ 〃 （パン＋牛乳） 

・栄養補助食品 

１食 １１０円 

１食 ２１０円 

１食 ２７５円 

日常生活上必要と

なる諸費用 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要す

る費用でご利用者にご負担頂くことが適当であるも

のの費用 
実 費 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合には、相当な額に変更することがありま

す。その場合は、変更の内容と変更する事由について事前にご説明します。 
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竜王町介護予防・日常生活支援総合事業 
第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）利用料金表 

（第２デイサービス万葉の里） 
 

（利用料金） 
法定代理受領（通常）の場合は、負担割合証に記載された利用者負担割合の額となります。 
サービス基本料（１月につき） 

 ※介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）…基本サービス費に各加算を足した 1 カ月分の自己負担額合計の

9.0％が算定されます。ただし、足していただく加算はそれぞれ異な

ります。 

 ※利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合は、 

   片道につき４７６円（自己負担 1割 48 円、2割 96 円、3割 143 円）の減算となります。 

 ※ご利用料の計算について 

介護保険給付の対象分のご利用料は、国が定めた報酬単位に基づき、各月毎に１日から月末の 

利用回数（日数）で合計した総単位数と、国が定めた地域単価により計算いたします。 

（令和６年４月より竜王町は１単位１０．１４円となっております） 

 

☆ご利用者がまだ要支援認定等を受けていない場合には、いったん保留とさせていただき、認定後に

一括して請求をさせて頂くこととなります。 

 
（２）第１号事業支給費の給付の対象とならないサービス 
以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

食事サービス 

栄養士が作成する献立表により、栄養やご契約者

の身体状況を配慮した食事を提供します。（食費

は第１号事業支給費対象外で、実費負担となりま

す） 

１日あたり  ８３０ 円 

ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ費及

び教養娯楽費 
ご利用者の希望によりﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ等に参加した場

合の材料代等 
実 費 

介 護 度 
介護度別利用

料 
自己負担 

１割 ２割 ３割 

事業対象者・要支援１ １８，２３１円 １，８２４円 
３，６４７

円 
５，４７０円 

事業対象者・要支援２ ３６，７１６円 ３，６７２円 
７，３４４

円 
１１，０１５

円 
①生活機能向上グループ活動加算  １，０１４円 
②栄養改善加算    ２，０２８円（月２回ま

で） 
③口腔機能向上加算（Ⅰ）１，５２１円（月２回ま

で） 
④   〃    （Ⅱ）１，６２２円

（  〃  ） 
⑤一体的サービス提供加算       ４，８６７

円 
⑥サービス提供体制強化加算 （Ⅲ） 
       事業対象者要支援１   ２４３円 
            要支援２   ４８６円 
⑦科学的介護推進体制加算       ４０５円 

１０２円 
２０３円 
１５３円 
１６３円 
４８７円 

 
  ２５円 
  ４９円 

４１円 

２０３円 
４０６円 
３０５円 
３２５円 
９７４円 

 
４９円 
９８円 
８１円 

３０５円 
６０９円 
４５７円 
４８７円 

１，４６１円 
 

７３円 
１４６円 
１２２円 
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複写物の交付 
ご利用者はサービス提供についての記録をいつ

でも閲覧できますが、複写物を必要とする場合に

は実費をご負担頂きます。 
１枚につき１０円 

文 書 料 ご利用者の通所証明等の費用 １通につき３００円 

通常の食事以外

の食品 

・パン食（パンのみ） 

・ 〃 （パン＋牛乳） 

・栄養補助食品 

１食 １１０円 

１食 ２１０円 

１食 ２７５円 

日常生活上必

要となる諸費

用 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要す

る費用でご利用者に負担頂くことが適当であるもの

の費用 
実 費 

 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場

合、変更の内容と変更する事由について、事前にご説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 
 
 

東近江市介護予防・日常生活支援総合事業 
第１号通所事業（介護予防通所介護相当サービス）利用料金表 

（第２デイサービス万葉の里） 
 

 （利用料金） 
法定代理受領（通常）の場合は、負担割合証に記載された利用者負担割合の額となります。 
サービス基本料（１日につき） 

 ※介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）…基本サービス費に各加算を足した 1カ月分の自己負担額合計の

9.0％が算定されます。ただし、足していただく加算はそれぞれ異な

ります。 

  ※利用者が自ら通う場合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施していない場合は、 

   片道につき４７６円（自己負担 1割 48 円、2割 96 円、3割 143 円）の減算となります。 

  ※ご利用料の計算について 

介護保険給付の対象分のご利用料は、国が定めた報酬単位に基づき、各月毎に１日から月末の 

利用回数（日数）で合計した総単位数と、国が定めた地域単価により計算いたします。 

（令和６年４月より竜王町は１単位１０．１４円となっております） 

☆ご利用者がまだ要支援認定等を受けていない場合には、いったん保留とさせていただき、認定後に

一括して請求をさせて頂くこととなります。 

 
（２）第１号事業支給費の給付の対象とならないサービス 
以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

食事サービス 

栄養士が作成する献立表により、栄養やご契約者

の身体状況を配慮した食事を提供します。（食費

は第１号事業支給費対象外で、実費負担となりま

す） 

１日あたり  ８３０ 円 

ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ費及

び教養娯楽費 
ご利用者の希望によりﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ等に参加した場

合の材料代等 
実 費 

複写物の交付 
ご利用者はサービス提供についての記録をいつ

でも閲覧できますが、複写物を必要とする場合に

は実費をご負担頂きます。 
１枚につき１０円 

文 書 料 ご利用者の通所証明等の費用 １通につき３００円 

介 護 度 介護度別利用料 
自己負担 

１割 ２割 ３割 
事業対象者・要支援１ 

４，４２１円 ４４３円 ８８５円 
１，３２７

円 
要支援２ 

４，５３２円 ４５４円 ９０７円 
１，３６０

円 
① サービス提供体制強化加算（Ⅲ）（１月につき） 
  事業対象者・要支援１要支援２（週１回程度）２４３

円 
            要支援２（週２回程度）４８６円 
②  科学的介護推進体制加算（１月につき）   ４０５円 

 
２５円 
４９円 
４１円 

 
４９円 
９８円 
８１円 

 
７３円 

１４６円 
１２２円 
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通常の食事以外

の食品 

・パン食（パンのみ） 

・ 〃 （パン＋牛乳） 

・栄養補助食品 

１食 １１０円 

１食 ２１０円 

１食 ２７５円 
日常生活上必

要となる諸費

用 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要す

る費用でご利用者に負担頂くことが適当であるもの

の費用 
実 費 

 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。そ 

の場合、変更の内容と変更する事由について、事前にご説明します。 

 


